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■項目及びページ

■理由

1 3月17日

使用者が実施する競技によって、そ

の競技が必要とする設備、使用場所

（体育館、武道場）や使用面積等の

環境は様々であり、これらの多様な

要因を考慮して使用料金額に差を設

けることは困難であると考えます。

したがって、学校体育施設開放に係

る体育館及び武道場の使用料の改定

にあたっては、使用する方々の使用

目的にかかわらず広くご負担いただ

くという考え方に基づいて、市内小

中学校及び義務教育学校の全体育館

及び武道場にかかる費用をもとに、

受益者（＝使用者）の負担割合を乗

じた上で、さらに周辺自治体の使用

料金額も勘案しながら設定しており

ます。したがって、使用面積だけで

使用料金額に差を設けることはして

おりません。

また、今回の使用料改定に伴う算定

に際しては、学校体育施設開放事業

に要する費用をそのままを使用料と

しているわけではなく、受益者（＝

使用者）の適切な負担割合を乗じて

算出しております。安全にご使用い

ただくために可能な限りの修繕や整

備を努めますが、必ずしもご利用者

の皆様のご要望すべてにお応えする

ことが可能となるわけではございま

せん。何卒ご理解ください。

■意見

　別表資料による使用料について伺いたい。

体育館の使用料が反面300円に対し、武道場の半面300円としている点

について、使用面積を考えると納得ができかねる想いがある。

どのような根拠で使用料を決められたのか、示していただきたい。

利用料を取ることへの対価として、施設設備及び備品の整備について

の要望は聞いていただけるのか、規則にはしっかりと記載していただ

きたい。

出入口のドアの不調など現在でも直していただきたいことがある。

「学校施設だから予算が…」という言い訳は、しないでいただきた

い。

市民へのサービスという観点から、迅速により良い環境を提供してい

ただけるよう要望する。

現在市民のボランティアとして管理委員が運営の多くをゆだねられて

いるが、個人として利用状況の調整が難しい面もあり、また利用の平

等性をどのように担保するのかを行政が積極的に行っていただきた

い。

管理委員への負担をぐっと減らしていただけないのなら、新たに委員

を引き受けていただける方を探すことは難しくなると思います。

「あなたたちのためにしていることだから」という上から目線ではな

く、市民サービスの視点から行政の関与を深め、今以上の管理体制に

していただきたい。後半は、条例への意見ではなくなりましたが、規

則をしっかり見直していただき、多くの利用者が平等だと感じる利用

方法を示していただきたい。

一部利用者の自分たちの都合のいい利用方法(明文化されていない事項

を勝手に解釈して利用するズルイ利用)を活用できない規則の制定を望

む。

使用時間にしても、開始と終了をどの時点なのかを明文化したほうが

いいと思う。


